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原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第六部会 

 

１．事例の概要 

初産婦。妊娠４０週３日、妊産婦は陣痛を自覚し入院となった。 

陣痛開始から１７時間１５分後に子宮口全開大となった。子宮口全開大か

ら２時間後、医師は児頭の下降を認めず、胎児心拍数陣痛図では、変動一過

性徐脈又は早発一過性徐脈が認められ、基線細変動も減少していると判断し、

吸引分娩とクリステレル胎児圧出法を行うことを決定した。吸引カップ装着

中に胎児心拍数が１００拍／分台まで低下し、吸引分娩とクリステレル胎児

圧出法を２回行い排臨となった。胎児心拍数は８０拍／分に低下し、更に吸

引分娩とクリステレル胎児圧出法を７回実施し、児を娩出した。羊水混濁は

なかったが胎便の排泄がみられた。臍帯巻絡が頸部に１回みられた。 

児の在胎週数は４０週４日、体重は３１３８ｇであった。臍帯動脈血ガス分 

析値は、ｐＨ６．７４３、ＰＣＯ２１１９．０ｍｍＨｇ、ＰＯ２８．７ｍｍＨ

ｇ、ＨＣＯ３
－１５．３ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２７．５ｍｍｏｌ／Ｌであった。

アプガースコアは生後１分３点（心拍２点、皮膚色１点）、生後５分４点（内

訳不明）であった。直ちにバッグ・マスクによる人工呼吸が行われ、経皮的

動脈血酸素飽和度は６０％台であった。生後１６分に小児科医が到着し、蘇

生処置を実施した。生後４３分に気管挿管し、その時の静脈血ガス分析値は、

ｐＨ６．８４であった。生後１時間３分に小児科に入院となった。生後１４
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日の頭部ＭＲＩは、大脳半球および基底核に広汎な虚血性病変を認め、低酸

素性虚血性脳症と診断された。 

 本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医２名（経験４年、２３

年）、小児科医１名（経験２７年）と、助産師７名（経験２年～１４年）が関

わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺の発症の原因は、クリステレル胎児圧出法を併用

した合計９回、総牽引時間２５分間の吸引分娩が子宮環境及び胎児胎盤循環

を悪化させ、胎児が低酸素症・酸血症となったと考えられる。出生後４３分

間低酸素・酸血症が持続したことは脳性麻痺の症状の増悪因子となったと推

測される。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠経過および分娩第Ⅰ期の管理は一般的である。吸引分娩は一度の牽引

で確実に娩出できるとは限らないため、滑脱した場合には適切なタイミング

で帝王切開に移行できるよう分娩計画を考えておくことが一般的であり、滑

脱を繰り返しながら吸引分娩を継続することは一般的ではない。 

予測される児の状態への対応として、蘇生担当の小児科医への連絡のタイ   

ミングは一般的でない。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）吸引分娩とクリステレル胎児圧出法について 

吸引分娩、クリステレル胎児圧出法による介入は、必ずしもうまくいく
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とは限らず、胎盤循環を悪化させ、胎児の状態を悪化させる可能性がある。

このことを念頭に、施行にあたっては「産婦人科診療ガイドライン－産科

編２０１１」に示される適応と要約を遵守し、２０分を越えて児娩出に至

らない場合は、鉗子適位であるなら鉗子分娩、あるいは帝王切開を行うこ

とが望まれる。 

（２）小児科医との連携について 

   新生児仮死が予測される場合に、小児科医との連携を密にすることが

望まれる。 

（３）新生児蘇生法について 

   日本周産期・新生児学会が推奨する新生児蘇生法に則った適切な処置  

を実施できるよう、分娩に立ち合うスタッフすべてが研修会の受講や処

置の訓練を行うことが望まれる。 

 （４）胎盤病理組織学検査について 

    胎盤の病理組織学検査は、異常分娩となった場合や新生児仮死が認め 

られた場合、その原因の解明に寄与する可能性があるので、実施するこ 

とが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

高次医療機関との連携について 

自施設の新生児医療の対応範囲を明確にし、例えば重症新生児仮死につい

ては脳低温療法の可能な施設への新生児搬送を考慮するなど、高次医療機関

との連携を強化することが望まれる。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 
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吸引分娩、クリステレル胎児圧出法について 

吸引分娩の施行基準（ガイドライン）のよりいっそうの普及とともに、

クリステレル胎児圧出法の施行の是非に関するガイドラインを作成する

ことが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 

 


